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高知県立あき総合病院 



入 札 説 明 書 

 

 高知県立あき総合病院レントゲンフィルム売却契約の入札（平成２７年１月１９日付け入札公告）については、

地方自治法及び同施行令、高知県公営企業局契約規程等により別に定めがある場合のほか、この入札説明書によ

るものとする。 

 

第１ 入札及び契約に関する事項 

 

１ 契約担当者等 

（１）契約担当者 高知県立あき総合病院長  前田 博教 

（２）団体名   高知県 

（３）所在地     郵便番号７８４－００２７ 高知県安芸市宝永町３－３３ 

 

２ 調達内容 

（１）調達件名及び数量 高知県立あき総合病院レントゲンフィルム売却契約 一式 

            使用済みレントゲンフィルム 

            約３５立方メートル（紙袋、添付書類、段ボール箱等を含む概算体積とする。） 

（２）引渡期間 契約締結日から平成２７年３月２３日までの間 

（３）引渡場所 高知県立あき総合病院 １階 備蓄倉庫（安芸市宝永町３－３３地内） 

（４）入札方法 落札者の決定は、最高価格落札方式により行うので、 

ア 入札参加者又はその代理人（以下「入札参加者等」という。）は、契約条件を別冊契約書（案）に基づ

き、買取価格及び処理費用等を全て加算した総価額について入札金額を見積もるものとする。 

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を落札価格とす

るので、入札参加者等は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 

  ウ 入札保証金 

    免除 

  エ 契約保証金 

高知県公営企業局契約規程（昭和４１年高知県企業局管理規程第５号）第２２条及び第２３条の規定に

よる。 

 

３ 入札参加資格 

（１）次の事項に該当する者は、入札に参加する資格を有しない。 

ア 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当する者で、

当該事実があった日から２年を経過しない者 

ウ 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程（平成２３年公営企業局訓令第１号）第２条

第２項第５号に規定する排除措置対象者 

エ 公有財産に関する事務に従事する者で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３の規定

に該当する者 

 

４ 入札参加者等に要求される事項 

（１）高知県の「平成２４～２６年度 競争入札参加資格者登録名簿（物品購入等関係）」に登録されている者

であること。 

高知県における平成２４～２６年度 競争入札参加資格（物品購入等関係）を有しない者は、平成２７年

２月２０日（金）までに高知県会計管理局総務事務センターにおいて、競争入札の参加資格の認定をうける

こと。この場合において、同年１月３０日（金）午後５時までに当該認定に係る申請を行わなかったときは、

この入札公告に係る入札参加資格が与えられない場合があり、同日までに申請を行ったときでも、申請書に

不備があるときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられないことがある。 



   なお、申請書を提出する際には、申請書の余白に朱書きで、当該入札の公告日及び入札件名、入札日時、

当該入札に参加するための申請である旨の記載をして提出すること。 

（２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１４条第６項に定める、産業廃棄物

処理業の許可を有する者。 

（３）この入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を平成２７年１月３０日午後５時までに５の場所に提出

し、この入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。 

   ア 廃棄物処理の流れが確認できる資料（様式任意：パンフレット、会社案内でも可） 

   イ 産業廃棄物処理業に係る許可証の写し 

ウ 入札参加資格申立書（別紙１） 

（４）入札参加者等は、開札日の前日までの間において､高知県立あき総合病院長から入札公告及び入札説明書

において求められた条件に関し説明を求められた場合には､入札参加者等の負担において完全な説明をしな

ければならない。 

（５）入札参加者等又は契約の相手方が本件履行に関して要する費用については､すべて当該入札参加者等又は

契約の相手方が負担するものとする。 

（６）一旦受領した書類は返却しない。 

 

５ 契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

   郵便番号７８４－００２７  安芸市宝永町３－３３ 

   高知県立あき総合病院 経営事業課 電話番号０８８７－３７－９０８４（直通） 

 

６ 入札及び開札等 

（１）入札及び開札の日時及び場所 

   平成２７年２月２３日 午後１時３０分 

   安芸市宝永町３－３３ 高知県立あき総合病院 ２階 第２会議室 

（２）入札書の記載内容等 

ア 別紙様式の入札書には、次に掲げる事項を記載すること。 

（ア）入札書提出年月日 

（イ）入札参加者本人の住所、氏名（法人の場合は、名称又は商号及び代表者の氏名）及び押印（外国人の

署名含む。以下同じ。） 

（ウ）代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名（法人の場合は、名称又は商号及び代表者

の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の住所、氏名及び押印 

（エ）入札金額 

（オ）契約件名 

イ 入札参加者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしなければならな

い。ただし、入札金額の訂正はできない。 

ウ 入札参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 

（３）入札書の提出方法 

ア 持参又は郵送により提出することとし、ファクシミリ、電話その他の方法によるものは受け付けない。 

イ 入札参加者等は、別紙の仕様書、契約書（案）等を了解のうえ入札しなければならない。この場合にお

いて、当該仕様書等に疑義がある場合は、５に照会することができる。 

ウ 持参による場合は、（１）の日時・場所において投函しなければならない。 

エ 郵便（書留に限る。）により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「２月２３日開札 契約件名 高

知県立あき総合病院レントゲンフィルム売却契約の入札書在中」と朱書し、入札書を入れ封印した中封筒

の表面にも「氏名（法人の場合はその名称又は商号）」及び「２月２３日開札 契約件名 高知県立あき

総合病院レントゲンフィルム売却契約の入札書在中」と朱書し、２月２０日午後５時までに５の場所に必

着するよう送付しなければならない。 

（４）入札の無効 

   次のアからケまでのいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア 入札に参加する資格を有しない者の入札 

イ 委任状を持参しない代理人の入札 



ウ 入札書の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札 

エ 入札書の氏名その他重要な文字及び証印等が誤脱し、その意思表示が不明瞭な入札 

オ 同一の入札について他の入札者の代理を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

カ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札 

キ 入札公告及び入札説明書に示した入札参加者等に要求される事項を履行しなかった者の入札 

ク 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反し、価格又はその他の点に関して公正な競争を

不法に阻害したと認められる者の入札 

ケ その他入札に関する諸条件に違反した入札 

（５）入札の延期又は中止 

   入札参加者等が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することがで

きない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。 

（６）代理人による入札 

代理人が入札する場合は、入札書を投かんする際にあらかじめ委任状を提出しなければならない。 

（７）開札 

ア 開札は、入札参加者等を立ち会わせて行う。入札参加者等は、特に事情がある者のほか開札に立ち会う

ものとする。ただし、入札参加者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行

う。 

イ 開札場には、入札参加者等並びに入札事務に関係のある職員（以下「入札関係職員」という。）及びア

の立ち会い職員以外の者は入場することはできない。 

ウ 入札参加者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 

エ 入札参加者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、入札参加者等に該当

する者であることを証明しなければならない。 

オ 入札参加者等は、入札関係職員が特にやむを得ない事情があると認める場合のほか、開札場を退場する

ことはできない。 

カ 開札場において、各号に該当する者は当該開札場から退去させる。 

（ア）公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 

（イ）公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者 

キ 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、再度の入札（２回）を行う。この場合に

おいて、入札参加者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定

める日時において入札を行う。 

ク 再度の入札を行っても落札者が決定しないときは、最高価格の入札を行った入札参加者等から順次予定

価格の範囲内において随意契約の折衝を行う場合がある。 

７ 落札決定の方法 

  最高価格落札方式とする。 

ア ６の（３）に従い入札書を提出した入札参加者等であって、３の入札参加資格及び入札説明書において

明らかにした要件をすべて満たし、当該入札参加者等の入札価格が高知県公営企業局契約規程第９条の規

定により作成された予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって有効な入札を行った入札参加者等を

落札者とする。 

イ 落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札参加者等にくじを引かせ、

落札者を決定するものとする。また、入札参加者等のうち、出席しない者又はくじを引かない者があると

きは、入札事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 

ウ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 

 

８ その他 

（１）契約手続に使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

（２）手続における交渉の有無 

   無 

（３）契約書の作成 

ア 入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から病院長が指定する



期日までに契約書の取り交わしを行うものとする。 

イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名

押印し、さらに病院長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 

ウ イの場合において、病院長が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約の相手方に送付するものと

する。 

エ 病院長が、契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。 

オ 仕様内容については、契約書にその内容を記載するものとする。 

 

第２ 仕様に関する事項 

当該件名の仕様は、別冊仕様書のとおりとする。 

仕様書等の照会先は、５に同じ。 

  


